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＊既に会計が済んでいる場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提

示しても返金が受けられない場合があります。医療機関様へ返金の可否を

確認してください。なお、医療機関で精算できなかった場合は、健保組合か

ら「高額療養費」として支給されます（約 3 か月後に自動還付）。 

限度証は自宅宛てに発送します。 

自宅では受け取れない場合等はご希望の送付先を記入してください。 

※医療機関への直送を希望する場合は、必ず許可を得て、正しい送付先を

確認してください。（医事課＊＊様宛、＊＊病棟＊階宛 等） 

✔ 

＊被保険者（本人）が非課税者の場合に申請ができます。下段に被保険者が非課

税者である市区町村の証明を受けて（または非課税証明を添付して）ください。 

＊療養を受ける方が非課税の被扶養者であっても、被保険者が課税対象者の場

合は、上位・一般所得者用の「限度額適用認定申請書」を提出してください。 

 
選択肢のある項目は、 

該当に 〇または✔ を付けてください 


